
福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中｢

た
だ
し
、｣

の
下
に｢

正
規
の
勤
務
時
間(｣

を
、｢

正
規
の
勤
務
時
間｣

の
下
に｢

を
い
う
。
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
る
。

｢
｢

二
、
七
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

二
、
八
〇
〇
円

六
、
九
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

八
、
二
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

九
、
六
〇
〇
円

四
、
八
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

一
二
、
四
〇
〇
円

六
、
二
〇
〇
円

一
三
、
七
〇
〇
円

六
、
九
〇
〇
円

一
五
、
一
〇
〇
円

七
、
六
〇
〇
円

一
六
、
五
〇
〇
円

八
、
三
〇
〇
円

一
七
、
九
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

一
九
、
二
〇
〇
円

九
、
六
〇
〇
円

二
〇
、
六
〇
〇
円

一
〇
、
三
〇
〇
円

第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
表
中

を

二
二
、
〇
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

二
三
、
四
〇
〇
円

一
一
、
七
〇
〇
円

二
四
、
七
〇
〇
円

一
二
、
四
〇
〇
円

二
六
、
一
〇
〇
円

一
三
、
一
〇
〇
円

二
七
、
五
〇
〇
円

一
三
、
八
〇
〇
円

三
〇
、
五
〇
〇
円

一
五
、
三
〇
〇
円

三
三
、
四
〇
〇
円

一
六
、
七
〇
〇
円

三
六
、
二
〇
〇
円

一
八
、
一
〇
〇
円

三
八
、
七
〇
〇
円

一
九
、
四
〇
〇
円
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目
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福
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県
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会
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す
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支
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に

関
す
る
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則
の
一
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す
る
規
則

四

○
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の
特
殊
勤
務
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す

る
規
則
の
一
部
を
改
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す
る
規
則

八

○
一
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の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

○
福
島
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委
員
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務
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処
務
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

九



四
〇
、
九
〇
〇
円

二
〇
、
五
〇
〇
円

四
四
、
〇
〇
〇
円

二
二
、
〇
〇
〇
円

四
七
、
二
〇
〇
円

二
三
、
六
〇
〇
円

五
〇
、
三
〇
〇
円

二
五
、
二
〇
〇
円

五
三
、
五
〇
〇
円

二
六
、
八
〇
〇
円

｣

二
、
二
○
○
円

二
、
〇
〇
〇
円

三
、
三
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

二
、
二
〇
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

二
、
八
〇
〇
円

六
、
六
〇
〇
円

三
、
三
〇
〇
円

七
、
七
〇
〇
円

三
、
九
〇
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

四
、
四
〇
〇
円

九
、
九
〇
〇
円

五
、
〇
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

一
二
、
一
〇
〇
円

六
、
一
〇
〇
円

一
三
、
二
〇
〇
円

六
、
六
〇
〇
円

一
四
、
三
〇
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

一
五
、
四
〇
〇
円

七
、
七
〇
〇
円

一
六
、
五
〇
〇
円

八
、
三
〇
〇
円

に
改
め
る
。

一
七
、
六
〇
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

一
八
、
七
〇
〇
円

九
、
四
〇
〇
円

一
九
、
八
〇
〇
円

九
、
九
〇
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
五
〇
〇
円

二
二
、
一
〇
〇
円

一
一
、
一
〇
〇
円

二
四
、
五
〇
〇
円

一
二
、
三
〇
〇
円

二
六
、
八
〇
〇
円

一
三
、
四
〇
〇
円

二
九
、
一
〇
〇
円

一
四
、
六
〇
〇
円

三
一
、
二
〇
〇
円

一
五
、
六
〇
〇
円

三
三
、
〇
〇
〇
円

一
六
、
五
〇
〇
円

三
五
、
五
〇
〇
円

一
七
、
八
〇
〇
円

三
八
、
一
〇
〇
円

一
九
、
一
〇
〇
円

四
〇
、
六
〇
〇
円

二
〇
、
三
〇
〇
円

四
三
、
一
〇
〇
円

二
一
、
六
〇
〇
円

｣

第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
一
条
の
七
第
三
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中｢

五
万
八
千
円｣

を｢

六
万
千
円｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
中｢

第
十
三
条
第
三
項｣

を｢

第
十
三
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
お
け
る
勤
務
と
す
る
。

一

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
勤
務
時
間
条
例
第
三

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者(

人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を

除
く
。)

次
に
掲
げ
る
日

ア

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
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イ

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
七

年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号)

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
振
替
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

(

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
日
曜
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ
れ
た
日

二

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
月
に
お
い
て
そ
の
期
間
の
全
部
を
勤
務
時
間
条
例
第
四

条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
た
者(

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日(

同
条
の
規

定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
限
る
。
以
下｢

原
週
休
日｣

と
い
う
。)

の
日
数
が
当
該
月
に

お
け
る
日
曜
日
の
日
数
に
満
た
な
い
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。)

次

に
掲
げ
る
日

ア

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日

�

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休

日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

�

当
該
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休

日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週
休
日
ま
で
の
原
週
休
日

イ

当
該
月
に
お
け
る
週
休
日
の
振
替(
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
が
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
週
休
日
に
変
更
さ
れ
た
日

�

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
四
で
あ
る
場
合

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
四
番
目
の
原
週

休
日
ま
で
の
間
の
原
週
休
日

�

当
該
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
日
曜
日
の
日
数
が
五
で
あ
る
場
合

当
該
月
に
お
け
る
最
初
の
原
週
休
日
か
ら
、
当
該
原
週
休
日
か
ら
数
え
て
五
番
目
の
原
週

休
日
ま
で
の
原
週
休
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
委

員
会
が
定
め
る
日

第
三
十
条
第
一
項
中｢

又
は
年
末
年
始
の
休
日
等(

以
下｣

を｢

若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
又

は
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同

項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中｢

同
条
第
三
項｣

を｢

同
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢
八｣

を
｢

七
・
七
五｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

職
員
が
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
超
勤
代
休
時
間
に
勤
務

し
た
場
合
に
お
い
て
支
給
す
る
当
該
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
ら
れ
た
超
過
勤
務
手
当
の
支
給

に
係
る
超
過
勤
務
手
当
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

次
の｣

と
あ
る
の

は
、｢

勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
超
勤
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
日
の
属

す
る
月
の
次
の｣

と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
五
中｢

第
三
十
二
条｣

を｢

第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第
二
号
中｢

第
七
号｣

を｢

第
八
号｣

に
、｢

八
時
間｣

を｢

七
時
間
四

十
五
分｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

及
び
休
日
等｣

を｢

並
び
に
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
祝
日

法
に
よ
る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中｢

百
分
の
百
九
十｣

を｢

百
分
の
百
八
十｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は｣

及
び｢

、

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
八
十(

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百)

｣

を
削
る
。

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
機
関
の
項
中｢

直
轄
理
事｣

を｢

直
轄
理
事

に
、｢

知

安
全
管
理
監｣

政

｢

知
事
公
室
長

｢

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡

事
公
室
長

を

総
合
安
全
管
理
室
長

に
改
め
、
同
部
出
先
機
関
の
項
中

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡

策
監

｣

政
策
監

高
等
技
術
専
門
校
長

食
産
業
振
興
監

｣

高
等
技
術
専
門
校
副
校

山
校
長

｢

用
水
改
良
事
務
所
次
長

山
副
校
長

を｢

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
校
長

に
、

ほ
場
整
備
事
務
所
長

を｢

用
水
改
良
事

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
副
校
長｣

ほ
場
整
備
事
務
所
次
長｣

長

｣

務
所
次
長｣

に
、｢

水
産
種
苗
研
究
所
次
長

を｢

水
産
種
苗
研
究
所
次
長｣

に
改
め
る
。

い
わ
き
丸
船
長

｣

別
表
第
四
東
京
都
の
う
ち
特
別
区
の
項
中｢

百
分
の
十
七｣

を｢

百
分
の
十
八｣

に
改
め
、
同
表
大

阪
府
の
う
ち
大
阪
市
の
項
中｢

百
分
の
十
四｣

を｢

百
分
の
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中｢

福
島
県
三
春
警
察
署
都
路
駐
在
所｣

を｢

福
島
県
田
村
警
察
署
都
路
駐
在
所｣

に
、

｢

福
島
県
富
岡
警
察
署
川
内
駐
在
所｣

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署
川
内
駐
在
所｣

に
、｢

福
島
県
浪
江

警
察
署
津
島
駐
在
所｣

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署
津
島
駐
在
所｣

に
、｢

福
島
県
浪
江
警
察
署
�
尾
駐

在
所｣

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署
�
尾
駐
在
所｣

に
改
め
る
。

｢

福
島
県
川
俣
警
察
署
山
木
屋
駐
在
所

伊
達
郡
川

別
表
第
八
の
三
中

福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校

安
達
郡
本

福
島
県
本
宮
警
察
署
岩
根
駐
在
所

｢

俣
町

福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校

本
宮

福
島
県
郡
山
北
警
察
署
岩
根
駐
在
所

宮
町

を

福
島
県
福
島
警
察
署
山
木
屋
駐
在
所

伊
達

｣

市

に
、｢

福
島
県
浪
江
警
察
署
津
島
駐
在
所｣

を｢

福
島
県
双
葉
警
察
署
津

郡
川
俣
町
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｣

島
駐
在
所｣

に
改
め
、
同
表
備
考
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第

二
号
の
改
正
規
定(

｢

第
七
号｣

を｢

第
八
号｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
九
項
中｢

別
記
様
式
に
よ
り｣

を
削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二(

第
四
条
関
係)

郡

市

別

へ
き
地
学
校
等
の
名
称

級

別

区

分

福

島

市

福
島
市
立
茂
庭
小
学
校

準
一
級

福
島
市
立
茂
庭
中
学
校

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市
立
湊
小
学
校

一

級

会
津
若
松
市
立
湊
中
学
校

会
津
若
松
市
湊
地
区
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

郡

山

市

郡
山
市
立
湖
南
小
学
校

一

級

郡
山
市
立
湖
南
中
学
校

郡
山
市
立
熱
海
小
学
校
石
筵
分
校

い
わ
き
市

い
わ
き
市
立
田
人
第
一
小
学
校
荷
路
夫
分
校

三

級

い
わ
き
市
立
貝
泊
小
学
校

い
わ
き
市
立
貝
泊
中
学
校

い
わ
き
市
立
桶
売
小
学
校

二

級

い
わ
き
市
立
桶
売
中
学
校

い
わ
き
市
立
差
塩
小
学
校

い
わ
き
市
立
差
塩
中
学
校

い
わ
き
市
立
小
白
井
小
学
校

い
わ
き
市
立
小
白
井
中
学
校

い
わ
き
市
立
三
阪
小
学
校

い
わ
き
市
立
三
阪
中
学
校

い
わ
き
市
立
田
人
第
二
小
学
校

い
わ
き
市
立
田
人
第
二
小
学
校
南
大
平
分
校

い
わ
き
市
立
石
住
小
学
校

い
わ
き
市
立
石
住
中
学
校

い
わ
き
市
立
沢
渡
小
学
校

一

級

い
わ
き
市
立
永
井
小
学
校

い
わ
き
市
立
永
井
中
学
校

い
わ
き
市
立
田
人
第
一
小
学
校

い
わ
き
市
立
田
人
中
学
校

い
わ
き
市
立
三
和
中
学
校

い
わ
き
市
立
三
和
学
校
給
食
共
同
調
理
場

い
わ
き
市
立
田
人
学
校
給
食
共
同
調
理
場

い
わ
き
市
立
永
戸
小
学
校

準
一
級

須
賀
川
市

須
賀
川
市
立
大
東
小
学
校
上
小
山
田
分
校

準
一
級

相

馬

市

相
馬
市
立
玉
野
小
学
校

二

級

相
馬
市
立
玉
野
中
学
校

二
本
松
市

二
本
松
市
立
旭
小
学
校

一

級

田

村

市

田
村
市
立
古
道
小
学
校

二

級

田
村
市
立
都
路
中
学
校

田
村
市
立
岩
井
沢
小
学
校

一

級

田
村
市
立
緑
小
学
校

準
一
級

田
村
市
立
移
中
学
校

田
村
市
立
船
引
南
小
学
校

田
村
市
立
船
引
南
中
学
校
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伊

達

郡

川
俣
町
立
山
木
屋
小
学
校

一

級

川
俣
町
立
山
木
屋
中
学
校

岩

瀬

郡

天
栄
村
立
湯
本
小
学
校

二

級

天
栄
村
立
湯
本
中
学
校

南
会
津
郡

檜
枝
岐
村
立
檜
枝
岐
小
学
校

二

級

檜
枝
岐
村
立
檜
枝
岐
中
学
校

只
見
町
立
只
見
小
学
校

只
見
町
立
只
見
中
学
校

只
見
町
立
朝
日
小
学
校

只
見
町
立
明
和
小
学
校

南
会
津
町
立
舘
岩
小
学
校

南
会
津
町
立
舘
岩
中
学
校

南
会
津
町
立
伊
南
小
学
校

南
会
津
町
立
伊
南
中
学
校

南
会
津
町
立
針
生
小
学
校

南
会
津
町
立
南
郷
第
一
小
学
校

南
会
津
町
立
南
郷
第
二
小
学
校

南
会
津
町
立
南
郷
中
学
校

南
会
津
町
舘
岩
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

南
会
津
町
伊
南
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

南
会
津
町
立
檜
沢
小
学
校

準
一
級

南
会
津
町
立
檜
沢
中
学
校

耶

麻

郡

西
会
津
町
立
奥
川
小
学
校

三

級

西
会
津
町
立
新
郷
小
学
校

二

級

北
塩
原
村
立
裏
磐
梯
小
学
校

一

級

北
塩
原
村
立
裏
磐
梯
中
学
校

河

沼

郡

柳
津
町
立
西
山
小
学
校

二

級

柳
津
町
立
西
山
中
学
校

柳
津
町
立
柳
津
小
学
校

準
一
級

柳
津
町
立
柳
津
中
学
校

柳
津
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

大

沼

郡

金
山
町
立
横
田
小
学
校

二

級

昭
和
村
立
昭
和
小
学
校

昭
和
村
立
昭
和
中
学
校

昭
和
村
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

三
島
町
立
三
島
小
学
校

一

級

三
島
町
立
三
島
中
学
校

金
山
町
立
金
山
小
学
校

金
山
町
立
金
山
中
学
校

東
白
川
郡

塙
町
立
片
貝
小
学
校
矢
塚
分
校

三

級

鮫
川
村
立
青
生
野
小
学
校

塙
町
立
片
貝
小
学
校

二

級

矢
祭
町
立
下
関
河
内
小
学
校

一

級

矢
祭
町
立
内
川
小
学
校

鮫
川
村
立
鮫
川
小
学
校

鮫
川
村
立
鮫
川
中
学
校

鮫
川
村
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

石

川

郡

古
殿
町
立
大
久
田
小
学
校

二

級

平
田
村
立
小
平
小
学
校

一

級

平
田
村
立
小
平
中
学
校

平
田
村
立
西
山
小
学
校

古
殿
町
立
山
上
小
学
校

古
殿
町
立
論
田
小
学
校

古
殿
町
立
大
原
小
学
校

古
殿
町
立
古
殿
中
学
校

石
川
町
立
南
山
形
小
学
校

準
一
級

古
殿
町
立
宮
本
小
学
校

双

葉

郡

川
内
村
立
川
内
小
学
校

二

級

川
内
村
立
川
内
中
学
校

浪
江
町
立
津
島
小
学
校
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浪
江
町
立
津
島
中
学
校

津
島
地
区
学
校
給
食
共
同
調
理
場

�
尾
村
立
�
尾
小
学
校

一

級

�
尾
村
立
�
尾
中
学
校

�
尾
村
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

相

馬

郡

飯
舘
村
立
飯
樋
小
学
校

一

級

飯
舘
村
立
飯
舘
中
学
校

飯
舘
村
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

飯
舘
村
立
草
野
小
学
校

準
一
級

飯
舘
村
立
臼
石
小
学
校

別
表
第
三(

第
四
条
関
係)

都

市

別

特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
又
は
共
同
調
理
場
の
名
称

郡

山

市

郡
山
市
立
多
田
野
小
学
校
堀
口
分
校

郡
山
市
立
二
瀬
中
学
校

い
わ
き
市

い
わ
き
市
立
川
前
小
学
校

い
わ
き
市
立
川
前
中
学
校

田

村

市

田
村
市
立
牧
野
小
学
校

田
村
市
立
関
本
小
学
校

東
白
川
郡

矢
祭
町
立
関
岡
小
学
校

石

川

郡

古
殿
町
立
田
口
小
学
校

｢

福
島
市
立
下
川
崎
小
学
校

別
表
第
四
の
五
中｢

福
島
市
立
下
川
崎
小
学
校｣

を

福
島
市
立
大
久
保
小
学
校

に
、｢

福
島
市

福
島
市
立
青
木
小
学
校

福
島
市
立
飯
野
小
学
校

｣

立
茂
庭
中
学
校｣

を｢

福
島
市
立
茂
庭
中
学
校

に
、｢

郡
山
市
立
御
舘
小
学
校
下
枝
分
校

を｢

郡

福
島
市
立
飯
野
中
学
校｣

郡
山
市
立
御
舘
小
学
校
駒
板
分
校｣

山
市
立
御
舘
小
学
校
下
枝
分
校｣

に
、｢

須
賀
川
市
立
小
塩
江
小
学
校

を｢

須
賀
川
市
立
小
塩
江
小

須
賀
川
市
立
東
山
小
学
校

｣

｢

伊
達
市
立
白

伊
達
市
立
山

伊
達
市
立
石

伊
達
市
立
小

川
俣
町
立
飯

川
俣
町
立
山

川
俣
町
立
富

川
俣
町
立
山

学
校｣

に
、｢

二
本
松
市
立
原
瀬
小
学
校｣

を｢

二
本
松
市
立
原
瀬
小
学
校

に
、

二
本
松
市
立
川
崎
小
学
校｣

福
島
市
立
大

福
島
市
立
青

福
島
市
立
飯

福
島
市
立
飯

二
本
松
市
立

二
本
松
市
立

本
宮
市
立
岩

本
宮
市
立
本

本
宮
方
部
学

根
小
学
校

伊
達
郡
梁
川
町

舟
生
小
学
校

田
小
学
校

伊
達
郡
霊
山
町

｢

田
村
市
立
広
瀬
小
学
校

手
小
学
校

伊
達
郡
月
舘
町

伊
達
市
立
白
根
小
学
校

坂
小
学
校

伊
達
郡
川
俣
町

伊
達
市
立
山
舟
生
小
学
校

木
屋
小
学
校

伊
達
市
立
石
田
小
学
校

田
小
学
校

伊
達
市
立
小
出
小
学
校

木
屋
中
学
校

を

本
宮
市
立
岩
根
小
学
校

久
保
小
学
校

伊
達
郡
飯
野
町

本
宮
市
立
本
宮
第
二
中
学
校
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木
小
学
校

本
宮
方
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

野
小
学
校

野
中
学
校

川
俣
町
立
飯
坂
小
学
校

川
俣
町
立
山
木
屋
小
学
校

上
川
崎
小
学
校

安
達
郡
安
達
町

川
俣
町
立
富
田
小
学
校

下
川
崎
小
学
校

川
俣
町
立
山
木
屋
中
学
校

根
小
学
校

安
達
郡
本
宮
町

宮
第
二
中
学
校

校
給
食
セ
ン
タ
ー

｣

田
村
市

伊
達
市

｢
｢

小
野
町
立
浮
金
小
学
校

本
宮
市

に
、

小
野
町
立
小
戸
神
小
学
校

を｢
小
野
町
立
浮
金
小
学
校｣

に
、

小
野
町
立
夏
井
第
二
小
学
校｣

伊
達
郡
川
俣
町

｣

小
野
町
立
浮
金
小
中
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

｢を

小
野
町
立
浮
金
小
中
学
校
給

田
村
市
広
瀬
小
学
校

田
村
郡
滝
根
町

｣

食
セ
ン
タ
ー

に
改
め
、
同
表
備
考
を
削
る
。

｣

別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

へ
き
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
市
町
村
立

学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
学
校
職
員
で
施
行

日
以
後
に
当
該
学
校
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
引
き
続
き

勤
務
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
学
校
職
員
に
係
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に

関
す
る
規
則(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
の
月
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の

月
額｣

と
い
う
。)

が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額｣

と
い
う
。)

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の(

改
正
後
の
規

則
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
。)

に
係
る
へ
き
地
手
当
の

月
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
当
該
学
校

職
員
に
係
る
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
施
行
日
前
の
へ
き
地
手

当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務

を
し
て
い
る
職
員(

以
下｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

と
い
う
。)

以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中｢

施
行
日
の
前
日

に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額｣

と
あ
る
の
は
、｢

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月

額
を
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三

十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島

県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立
学
校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額｣

と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

前
項
中｢

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額｣

と
あ
る

の
は
、｢

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立
学
校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額｣

と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で

あ
っ
た
も
の

前
項
中｢

施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額｣

と
あ
る
の
は
、｢

施

行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
の
月
額
を
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
福
島
県
市
町
村
立
学
校
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
条
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立
学
校
職
員
に
適

用
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

育
児
短
時
間
算
出
率｣

と
い
う
。)

で
除
し
て

得
た
額
に
現
に
受
け
る
へ
き
地
手
当
に
係
る
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額｣

と
す
る
。

(

へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置)

４

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
等
学
校(

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
等
又
は
同
規
則
別
表
第
三
に
掲
げ
る
学
校
若
し
く
は
共
同

調
理
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
で
施
行
日
に
お

い
て
へ
き
地
等
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
勤
務
す

る
学
校
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

は
、
当
該
職
員
が
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
間
、
へ
き
地
等
学
校
に

勤
務
す
る
学
校
職
員
と
み
な
し
て
、
同
規
則
第
四
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中｢

給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額｣

と
あ
る
の
は
、｢

平
成
二

十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額｣

と
す
る
。

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の

同
項
中｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
及
び｣

と

あ
る
の
は
、｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
福
島
県

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第

十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立

学
校
職
員
に
適
用
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(
平
成
七
年
福
島
県
条
例

第
四
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
け
る｣

と
す
る
。

二

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の

同
項
中｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
及
び｣
と

あ
る
の
は
、｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
の
月
額
に
福
島
県
市
町
村
立
学
校

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
条
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立
学
校
職
員
に
適

用
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
け
る｣

と
す
る
。

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で

あ
っ
た
も
の

同
項
中｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
及
び｣

と
あ
る
の
は
、

｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
福
島
県
市
町
村
立
学

校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
十
条
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
県
立
学
校
職
員
に

適
用
さ
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

育
児
短
時
間
算
出
率｣

と
い
う
。)

で
除
し

て
得
た
額
に
現
に
受
け
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
係
る
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
け
る｣

と
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

、
ほ
場
整
備
事
務
所｣

を
削
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中｢

若
し
く
は
皇
太
子
妃｣

を｢

、
皇
太
子
妃
そ
の
他
人
事
委
員
会
が

定
め
る
皇
族｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

採
用
給
与
課)

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中｢

午
後
五
時
三
十
分｣

を｢

午
後
五
時
十
五
分｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
四
号
中｢

前
三
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三

号
中｢
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例｣

を｢

勤
務
時
間
条
例｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中｢

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条

例
第
四
号)

｣
を｢

勤
務
時
間
条
例｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

二

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号
。
以
下｢

勤
務

時
間
条
例｣

と
い
う
。)

第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
七
時
間
四
十
五
分
の
超
勤
代
休
時
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間
が
指
定
さ
れ
た
日(

特
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
を
除
く
。)

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

十
六
時
間｣

を｢

十
五
時
間
三
十
分｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)

福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

人
事
委
員
会
事
務
局

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

星

光

政

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
五
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
局
長
の
専
決
事
項
の
項
第
六
号
、
事
務
局
次
長
の
専
決
事
項
の
項
第
五
号
及
び
課
長

の
専
決
事
項
の
項
第
八
号
中｢

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更｣

を｢

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

課
員
の
超
勤
代
休
時
間
の
指
定

別
表
第
一
備
考
中｢

第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号｣

を｢

第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総
務
審
査
課)
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